
耐震診断用機器貸し出しの流れ（参考）

■　貸出しの流れ

①

②

③ 機器と診断用機器貸出申込書の写しを受取る。

■　返却の流れ

④

（不具合、破損等がある場合は、事務所係員にその旨を伝える。）

⑤ 診断用機器貸出申込書写しの返却欄に押印をもらい受け取る。

機器受取りの前に「耐震診断用機器貸出利用規約」を読み、承諾した後に「耐
震診断用機器貸出申込書」を提出する。

貸出し希望者は、事前に貸出しを希望する事務所に機器の貸出し状況を確認
し、予約する。

機器の清掃、動作確認を行い、事務所に機器と診断用機器貸出申込書（写し）
を提出する。
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